
千曲川河川事務所では、河川巡視でゴミ等の不法投棄を発見した場
所やゴミの種類の実態を図示した“千曲川・犀川ゴミマップ”を作成し
ました。不法投棄を発見した場合は、原因者を調査し、自ら処分させ
るなどの処置をしていますが、特定できない場合は河川環境保全のた
めにやむを得ず税金をかけて処分しています。

これから４月までの期間は、春の引越シーズンに伴い不法投棄件数
が増加する傾向にあるため、重点期間や重点箇所を設け、夜間・休日
等の巡視やカメラによる監視を強化し、不法投棄撲滅に取り組んでい
きます。

【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)9261
管理課長 渡瀬 智保（わたせ ともやす）

記 者 発 表 資 料
令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁国 土 交 通 省
千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau

Ministry of Land
Infrastructure，Transport and Tourism

【配布先】
・長野市政記者クラブ
・長野県庁会見場
・長野市政記者会
・日本工業経済新聞社 長野支局

信濃の源流、千曲川・犀川の清流を次世代まで！
～千曲川・犀川に捨てられたゴミの実態を公表～

千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

検索 クリック千曲川河川事務所 twitter

https://twitter.com/mlit_chikuma

↓千曲川河川事務所ホームページ（ゴミマップ）
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/shiru/gomi-map/index.html

不法投棄件数 年間推移（R2）
不法投棄状況
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